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ヘルツ電子株式会社 修理規定 

 

本規定は、ヘルツ電子株式会社（以下「当社」といいます）が提供する有償修理サービス（以

下「本サービス」といいます）に適用されるものといたします。 

なお、本規定は特注品（カスタム品）には適用されません。また、仕入品は製造元の修理規

定が適用されるものとし、本規定は適用されません。 

＜ご注意＞万が一、お客様がお買い上げになられた製品に当社の旧修理規定が記載された

取扱説明書が同封されていた場合であっても、最新の規定が適用されますので、ご了承くだ

さい。 

 

■規定対象 

本サービスは、「保証規定に定める保証範囲外」かつ「販売開始日から修理実施期間終了日

（生産終了日から７年）まで」の当社製品を対象として提供いたします。ただし、修理部品

の在庫状況や調達状況により、修理実施期間終了日が早まる可能性がございますのでご了

承ください。 

 

■契約の成立 

お客様が当社よりご提示したお見積書にご承諾いただき、修理実施期間終了日までにご注

文書を発行いただいた時点で成立するものといたします。 

 

■本サービスの目的 

当社は、お客様にご利用いただいている当社製品が保証規定に定める保証範囲外で故障し

た場合、その機能・性能を修復することを目的として、本サービスを提供いたします。 

なお、本サービスは測定機器・治具等の設備を必要とするため、当社での引き取り修理とい

たします。 

  

■本サービスのご利用料金 

本サービスのご利用料金は、以下の料金の合計といたします。 

①修理サービス料 

修理サービス料は、お客様が修理をご希望する当社製品（以下「修理品」といいます）に対

する修理実施に伴う、技術料＋部品代＋諸経費＋消費税の合計です。 

②送料（梱包箱代含む） 

修理品を当社に送付いただく場合の送料及び当社から修理品をお客様へ送付する場合の送



料は、お客様のご負担でお願いいたします。万が一、修理品を着払いでご送付いただいた場

合は本サービスのご利用料金に含めるものといたします。 

 

■修理品の保証期間と保証範囲 

修理品の保証期間は、「修理完了日から 6 ヵ月まで」といたします。ただし、当該修理部分

（修理箇所や交換した部品）以外の故障は修理品の保証対象になりませんのでご注意くだ

さい。 

なお、保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合、本製品を無償で再修理を実施い

たします。 

 

■修理部品の取扱い 

1. 本サービスを長期かつ安定して提供し、また環境保護等を推進するため、当社の判断に

より修理の際に再生部品または代替部品を使用することがあります。 

2. 本サービスの提供による部品交換の際に取り外した部品を、リサイクルや分析などのた

めに、当社の任意の判断で回収させていただく場合があります。回収した部品は当社の所有

物として、当社の判断により、再生・利用または廃棄等をおこないますので、あらかじめご

了承ください。 

 

■本サービスのお見積 

本サービスのお見積りにかかる費用は基本的に無償となります。 

ただし、当社において故障の再現ができない場合は修理を実施できないため、お見積りをい

たしません。なお、故障の再現に技術調査等が必要な場合は、故障の再現にかかる費用をお

見積りいたします。 

 

■未修理品の返却 

当社において故障の再現ができなった等の理由により、本サービスの料金のお見積りを実

施しなかった場合、お預かりした修理品をお客様に返却いたします。 

また、お見積書の作成日から 3 ヵ月を超えても、お客様からご注文をいただけなかった場

合、もしくはお見積書にご承諾いただけず、お客様より修理を実施しない意思表示があった

場合は、お客様が本サービスのご依頼をキャンセルされたものとし、当社は修理を実施せず

に、お預かりした修理品をお客様に返却いたします。 

なお、返却にあたり送料が発生する場合は、お客様のご負担といたします。 

 

■個人情報の取り扱い 

お客様よりご提供いただいたお客様の氏名・住所などの個人情報は、当社ホームページ上に

掲載するプライバシーポリシーに従い、適切に取扱いをいたします。 



■損害賠償 

1. 当社が本サービスの提供について負う責任は、本規定に定める事項・内容に限られるも

のとし、特別な事情からお客様に生じた損害（お客様の逸失利益、第三者からお客様になさ

れた賠償請求に基づく損害を含みます）およびお客様が修理品の故障・不具合等により当該

製品を使用できなかったことによる損害については一切の責任を負わないものといたしま

す。ただし、当該損害が当社の故意・重過失に基づき生じたものである場合はこの限りでは

ありません。 

2. 本サービスの提供に関し、当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、

当社の故意・重過失の場合を除き、当社の責任は修理品の価値に相当する金額を上限といた

します。なお、修理品の価値は、減価償却後の残存価値、または損害発生時に市場で販売さ

れている同等の性能の商品の価格を基準として算出するものといたします。  

 

■その他 

1. お客様ご自身が貼られたシールや液晶保護シート類、外筐部品に施されたカラーリング

等の原状復帰はいたしかねます。また、POP シール類が販売時に貼付されていた場合、外

筐部品の交換の際にこれら POP シール類は修理部品として新しくご用意できません。外筐

部品交換後は、POP シール類は貼付されていない状態での返却となります。 

2. 当社ホームページ上及び当社が提供しているカタログ、取扱説明書、技術資料、または

その他の資料に記載されている本製品の情報は、お客様にお断りなく変更される場合がご

ざいますので、あらかじめご了承ください。 

 


